
 

 

お歳暮期荷物等集配委託（臨時）の実施について 

 

 信越支社郵便事業本部集配部は、本日（11月 16日）「お歳暮期荷物等集配委託（臨

時）の実施」について地方本部に説明してきました。 

 

 標記は、年末年始業務運行計画に対する大綱整理の中で、別途説明としていたもの

で、お歳暮期のゆうパックの配達業務の円滑な運行をはかるため、臨時集配委託を実

施するものです。 

 

 委託実施局及び個別承認個数は支社資料を参照願います。 

 地本では、昨年度との変更点を質したところ、阿賀野局・新発田局・長野南局（一

集）及び津川・三川・上川・能生・青海の旧各集配センターで実施しないとしており、

その理由は現在要員で対応可能としています。 

なお、想定業務量による要員配置計画は各郵便局からの報告に基づいたものとして

います。適正な経費の使用は理解しつつも、超過勤務に頼らざるを得ない業務運行と

ならないよう注視するとともに、次年度に向けた検証を行なうよう求めました。 

 

また、新たな実施は、紫雲寺・新井・白馬の各旧集配センターとしており、トータ

ルでは昨年度 46,570個から 5,620個減少し、今年度は 40,950個になっています。 

委託者の確保状況は、新津局・高田局・糸魚川局・長野南局（二集）及び新井旧集

配センターで募集中としており、委託実施期間は平成２４年１２月１日（土）から平

成２５年１月１日（火）の間です。 

 

 

 

【労使対応】  当該局における単局窓口 
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